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１．事業名 

 令和８年度「宗教法人等の運営に係る調査」業務 

 

２．調査の趣旨（目的） 

   我が国においては、社会情勢の変化とともに、宗教団体の状況も多様化している。本事業

は、宗教法人法上の所轄庁において円滑な認証事務を含む宗務行政が行えるよう、各種情報

を収集して、基礎資料の作成を目的としている。 

近年、我が国では地震や風水害等が多発しており、各地に少なからぬ被害を生じさせてい

る。宗教法人等においても、災害時に宗教施設を避難所として被災者に開放したり、非常用

の食料を被災者に提供するなど、行政機関と協力して対応している事例が認められる。つい

ては、行政機関と宗教団体の協力体制について情報を得ておくことで、所轄庁として円滑な

宗務行政の推進に資することが期待される。 

具体的には、令和７年度から令和８年度までの２か年度で、「平常時及び災害時における

行政機関と宗教団体の連携に関する調査研究」を課題に、初年度は、本調査に協力する学識

経験者（調査者）が把握している諸事例及び関連資料を集約し、中間報告を行った。本年度

は、上記の内容を受け、実地を含む調査や関連資料の収集を行い、更に調査の内容を精査さ

せ、最終報告書及び概要リーフレットの作成を行うものである。 

 

３．調査内容 

事例及び関連資料等の収集、調査結果の検討、調査班会議の開催、原稿の作成を行う。 

   調査対象 

    国内外を問わず宗教団体と行政機関の連携について、参考となる事例を収集する。 

   調査事項等 

   ① 参考となる事例の概要 

   ② 行政機関との連携に至る経緯 

 

（１）調査体制 

・ 受託者は、調査終了時まで調査体制を維持するため、事務局を置くこと。なお、事務局

業務の再委託は認めない。 

・ 事務局は、調査者の調査実施に際して諸支援を行い、調査者による調査成果の取りまと

めを行うものとする。 

・ 事務局は、主任研究員（総括担当）１名及び研究員１名以上から構成すること。これ

らの外、必要に応じて臨時に若干名の人員を置くことを妨げない。 

・ 主任研究員（総括担当）及び研究員についての詳細は、（２）及び（３）のとおりと

すること。 

・ 事務局は、調査実施に当たり、あらかじめ委託者と協議の上、調査計画案、調査スケ

ジュール表を作成すること。 

 また、事務局は、調査開始から調査終了までの間、調査者との連絡を密に行い、調査

の進捗状況の把握及びスケジュール管理に努めること。 

・ 事務局は、調査者の調査を補助するとともに、（７）の調査班会議の開催・運営に関
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する事務を行うこと。 

（２）主任研究員（総括担当） 

・ 主任研究員（総括担当）は、スケジュールの管理、調査班会議の運営、調査内容及び

原稿作成の総括を行うこと。 

・ 主任研究員（総括担当）は、宗教関係の法令・税務等に関する用語などについて、基

礎知識を有する者であること。 

（３）研究員 

・ 研究員は、主任研究員（総括担当）を補佐するとともに、主任研究員（総括担当）の

指導により、調査班会議の運営に関する事務、原稿の編集を行うこと。 

・ 研究員は、調査者からの要請、照会に応じ、調査者の調査が円滑に行われるように必

要となる関係資料の収集、調査先のアポイントメント等の調整を行うこと。 

（４）調査者 

・ 調査者は、諸宗教に関する学識を有する者で、６名以上すること。 

・ 調査者の選任及び決定に当たっては、受託者が候補者を選定する。ただし、委託者から

調査者の候補者に関する情報提供を受けることができる。 

・ 調査者を変更又は減ずる場合は、あらかじめ委託者と十分に調整のうえ、委託者と受託

者との合意により行うこと。 

（５）調査補助者 

・ 必要に応じて、調査補助者として１名以上置くことができる。 

・ 調査補助者は、受託者が決定すること。ただし、委託者から調査補助者の候補者に関す

る情報提供を受けることができる。 

（６）企画会議 

  ・ 事務局は、契約締結後に調査者を集めて、任意の場所で対面又はオンラインで企画会議

を実施すること。 

  ・ 企画会議の開催に当たり、事務局は、必要に応じて旅費の支払を行うこと。 

  ・ 委託者は、会場の決定及び設営、会議資料の作成（出席者全員のもの）を行うものとす

る。 

（７）調査班会議 

  ・ 事務局は、調査者が相互に調査内容の打合せ、情報交換を行うために、調査班会議を設

置するものとし、調査期間内には適宜に開催して、調査方針の確認、原稿の編集方針の確

認、原稿の内容確認等を行うこと。 

  ・ 調査班会議の運営に関する事項は、受託者が委託者と協議の上、定めるものとするこ

と。 

  ・ 事務局と調査者は、調査班会議での検討、議論の結果を共有し、相互に協力して原稿の

作成に当たること。 

  ・ 調査班会議を開催する際には、事務局から調査者に対して事前に連絡調整を行い、調査

者が指定する方法により開催案内を行うこと。また、開催に当たっては、委託者に対して

も情報提供を行うこと。 

  ・ 調査班会議の開催に当たり、事務局は、旅費及び会議費（会場費、飲物代等を含む。）

の支払、会場設営、会議資料の作成（出席者全員のもの）を行うこと。 
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  ・ 調査班会議は、出席する調査者の利便性に考慮して開催地を決めること。また、開催す

る会場は、経済性のある施設を利用するなど、経費の節約に努めること。 

  ・ 調査班会議を開催した場合には、事務局は議事要旨を作成するとともに、委託者に対し

ても情報を提供すること。 

（８）調査の期間 

    契約日から令和９年３月１９日（金） 

（９）調査方法 

・ 本調査は、調査者（必要に応じて調査補助者）により、これまでの個人研究での成果を 

踏まえつつ、必要に応じて現地調査及び資料調査を行うものとする。 

    ※大学教授クラスはビジネスクラスを利用することも可能であるが、その他職位はエコ

ノミークラスとする。 

  ・ 資料調査については、調査者又は調査補助者が購入した文献やインターネットを利用し

て情報収集し、調査を実施すること。 

（１０）請求に対する支出 

    下請負者等の、業務を行うために支払を要する相手先には、正当な請求書を受領した日

から３０日以内に、受託者よりその支払を行うものとする。 

 

４．成果物の作成 

（１）成果物の概要 

 下記２点の作成を求める。 

・ 最終報告書 

・ 概要のリーフレット 

（２）成果物の体裁 

  ・ 最終報告書は、Ａ４判とする。全体で少なくとも３０ページ分作成が必要である。 

  ・概要リーフレットは、Ａ４判とする。両面印刷を想定して２ページで製作すること。最終

報告書で使用した写真を使いながら、効果的な広報媒体を目指すものとする。なお納品

後、最終報告書のＵＲＬが確定するので、ＱＲコードを掲載するための余白を残しておく

こと。 

 

（３）作成の留意事項 

  ・ 受託者は、調査者が作成した報告事項の取りまとめを行うこと。最終報告書及び概要リ

ーフレットは、インターネットで公表するが、主たる読者として全国の基礎自治体等の行

政機関における事務職員を想定しているので、分かりやすい文章にすること。 

  ・ 受託者は、原稿の作成に当たり、出版物及びインターネット等からの引用又は転載等に

係る許可を得ることが必要な場合は、それぞれ所要の手続を行うこと。 

  ・ 原稿の提出後は、著作権は委託者に帰属するものとし、受託者は委託者に断りなく当該

原稿の転用等ができないものとする。 

  ・ 原稿は、契約期間中において委託者から表現の統一等の形式的理由により修正を求める

ことがあるので、受託者はその内容を十分検討の上、双方の合意の基に受託者により必要

な修正を行うこと。 
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  ・ 原稿を通じて、統一的な文章及び表の構成や用語を用いること。 

  ・ 印刷前に、少なくとも校正を２回行うこと。 

 

６．成果物の提出 

  最終報告書及び概要のリーフレットは、電子ファイルにて、下記の宗務課のメールアドレス
宛に提出すること。前者は Microsoft Word形式、後者は同社の PowerPoint形式が望まし
い。 

  文化庁宗務課 ： syuumu@mext.go.jp 

 

７．事業規模、採択予定件数及び調査（委託契約）期間 

事業規模：４，７７０，０００円（税込）を上限とする。 

 

８．納入期限及び納入場所 

  期限：令和９年３月１９日（金） 

  場所：東京都千代田区霞が関３－２－２  文化庁宗務課※ 

      ※納入場所が文化庁京都庁舎に移転することになれば、委託者より事前に受託者に 

対して連絡する。 

 

９．応札者に求める要求要件 

（１）要求要件の概要 

  ① 本事業に係る応札者に求める要求要件は、「(２)要求要件の詳細」に示すとおりで 

ある。 

  ② 要求要件は必須の要求要件と必須以外の要求要件がある。 

  ③ 「＊」の付してある項目は必須の要求要件であり、最低限の要求要件を示しており、技 

術審査においてこれを満たしていないと判断がなされた場合は不合格として落札決定の対 

象から除外される。 

  ④ 必須以外の要求要件は、満たしていれば望ましい要求要件であるが、満たしていなくて 

も不合格とならない。 

  ⑤ これらの要求要件を満たしているか否かの判断及びその他提案内容の評価等は、令和８ 

年度「宗教法人等の運営に係る調査」業務技術審査委員会において行う。なお、総合評価 

落札方式に係る評価基準は別添の「令和８年度「宗教法人等の運営に係る調査」業務総合 

評価基準」に基づくものとする。 

  (２) 要求要件の詳細 

   １ 調査業務の実施方針     

     1-1  調査内容の妥当性、独創性 

     ＊ 1-1-1 仕様書記載の調査内容について全て提案されていること。〔仕様書に示し 

た内容以外の事業目的に即した効果的な独自の提案がされていればその内容

に応じて加点する。〕 

     ＊ 1-1-2 偏った調査内容となっていないこと。 

         1-2  調査方法の妥当性、独創性 

          ＊ 1-2-1 調査の抽出・分析手法が仕様書記載の内容に照らして妥当であること。〔分
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析手法に事業成果を高めるための工夫があればその内容に応じて加点す

る。〕 

          ＊ 1-2-2  調査項目・調査手法が明確であること。 

         1-3 作業計画の妥当性、効率性 

          ＊ 1-3-1 作業の日程・手順等に無理がなく目的に沿った実現性があること。〔作業 

の日程・手順等が効率的であればその内容に応じて加点する。〕 

      ２ 組織の経験・能力 

     2-1 組織の類似調査業務の経験 

      2-1-1   過去に類似の調査や関連分野の調査を実施した実績があればその内容に応 

じて加点する。 

         2-2 組織の調査実施能力 

          ＊ 2-2-1 事業を遂行する人員が確保されていること。 

             2-2-2  幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有していればその内容

に応じて加点する。 

          ＊ 2-2-3  事業を実施する上で適切な財務基盤、経理能力を有していること。 

         2-3  調査業務に当たってのバックアップ体制 

           2-3-1 円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれていればその内容に応じて

加点する。 

      ３ 業務従事予定者の経験・能力 

         3-1  業務従事予定者の類似調査業務の経験 

      3-1-1   過去に類似の調査や関連分野の調査を実施した実績があればその内容に応 

じて加点する。 

      3-2 業務従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性 

          ＊ 3-2-1 調査内容に関する知識・知見を有していること。 

             3-2-2 調査内容に関する人的ネットワークを有していれば加点する。 

   ４ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 

     4-1 ワーク・ライフ・バランス等の取組 

      4-1-1 以下のいずれかの認定等があること。〔ワーク・ライフ・バランス等の取 

組に関する認定内容等により加点する。〕 

        ○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基

づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）を受けている

こと。又は、一般事業主行動計画策定済（常時雇用する労働者の数が 100

人以下のものに限る）であること。 

        ○ 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・

プラチナくるみん認定企業）を受けていること。 

        ○ 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定を受 

けていること。 

※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人について 

は、相当する各認定等に準じて加点する。 

５ 賃上げを実施する企業に関する指標 
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5-1 賃上げの表明 

以下のいずれかを表明していれば加点する。（いずれかを応札者が選択するもの 

とする） 

5-1-1 令和７年４月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給 

与等受給者一人当たりの平均受給額※１」を大企業※２においては３％以上、 

中小企業等においては 1.5％以上増加させる旨を従業員に表明していること。 

5-1-2 令和７年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均 

受給額※１」を大企業※２においては３％以上、中小企業等においては 1.5％ 

以上増加させる旨を従業員に表明していること。 

※１ 中小企業等においては、「給与総額」とする。 

※２ 中小企業とは、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第６６条第２項、第 

３項及び第６項に規定される、資本金等の額等が１億円以下であるもの又は 

資本等を有しない普通法人等をいうため、これら以外を大企業という。 

 

１０．検査 

    委託者は、受託者が納入した納入品につき、仕様書記載事項が満足されていることを、

確認したことをもって検査とする。 

 

１１．守秘義務 

受託者は、本業務の実施で知り得た非公開の情報を第三者に漏洩してはならない。 

受託者は、本業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意 

義務をもって管理し、本業務以外に使用しないこと。 

 

１２．届出義務 

    受託者は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など技術提案 

書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった 

場合には、速やかに委託者へ届け出ること。 

 

１３．賃上げを実施する企業に関する指標に係る留意事項 

委託者は、受託者が賃上げを実施する企業に関する指標における加点を受けた場合、受

託者の事業年度等（事業年度及び暦年をいう。）が終了した後、表明した率の賃上げを実

施したことを以下の手法で確認する。 

・5-1-1の場合は、賃上げを表明した年度及びその前年度の法人事業概況説明書の「10主

要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額を「４期末従業員

等の状況」のうち「計」で除した金額を比較する。 

・5-1-2の場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「１給与所得の源泉徴収

票 合計表（375）」の「Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で

除した金額により比較する。 

※ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、5-1-1の場合は「合計額」と、

5-1-2の場合は「支払金額」とする。 
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加点を受けた受託者は、確認のため必要な書類を速やかに委託者に提出すること。ただ

し、前述の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士

等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認め

られる書類等をもって代えることができる。 

 
上記の確認を行った結果、加点を受けた受託者が表明書に記載した賃上げ基準に達して

いない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合においては、当該事実判明後の

総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は従業員への賃金引上

げの表明書（別紙１）裏面の（留意事項）を確認すること。 

なお、確認に当たって所定の書類を提出しない場合も、賃上げ基準に達していない者と

同様の措置を行う。 

 

１４．子会社、関連企業に対する利益控除等透明性の確保 

再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、再委託 

費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費に 

ついては、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保する 

ことで、価格の妥当性を明らかにすること。 

 

１５．協議事項 

この仕様書に記載されていない事項、または本仕様書について疑義が生じた場合は、文

部科学省と適宜協議を行うものとする。 

 

１６．取引停止期間中の者への支出の禁止 

     再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。 

 

１７．その他 

     本事業は、令和８年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況等によっ

ては、事業規模やスケジュール等を変更する場合がある。 


